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HW- 003-2007電算

木造建築物電算プログラム認定技術的基準

１ 趣旨

この基準は、木造建築物電算プログラム認定規程（ 電算 （以下「規程」といHW- 001-2007）
う ）第２１条の規定に基づき、認定の適正な審査を行うために、規程第７条第２項に定める木。

造建築物電算プログラム技術的基準を定めるものである。

２ 技術的基準

申請に係る電算プログラムは、表１及び表２の（い）欄の区分に対し （ろ）欄の技術的基準、

を満たしていること。ただし、表中の記述項目に関して該当がない場合は、適用を除外する。

表１ 電算プログラムの適切さ

区分（い） 技術的基準（ろ）

（１）論拠、法令及び諸基準と 当該プログラムの適用範囲、処理方法及び論拠が明確に示さ

の適合性 れていること

当該プログラムの処理方法が関係法令及び諸基準等に適合し

ていること

（２）プログラム処理の妥当性 当該プログラムの処理方法及び結果が適切であること

（３）誤用防止対策 当該プログラムの適用範囲外の入力・処理が生じないよう配

慮されていること（入力時の注意、ワーニングメッセージ及

びエラーメッセージが表示できること）

当該プログラムの入力条件が明確なこと（出力表示等で確認

できること）

当該プログラムの計算・処理過程で故意の変更を禁止するよ

うになっていること

（４）出力表示の妥当性 当該プログラムの出力表示が適切であること

当該プログラムの入力と処理結果の相関関係が分かること

表２ 運用の適切さ

区分（い） 技術的基準（ろ）

（１）利用者の特定 当該プログラムの利用者を制限又は特定する場合、その条件

や範囲・区分等が明記されていること

（２）マニュアル 当該プログラムの適用範囲、操作方法、計算・処理方法等の

解説書が適切であること

（３）メンテナンス 当該プログラムに対する技術的サポートやメンテナンスを行

う体制が完備されていること

当該プログラムのサポートやメンテナンス体制が利用者に告

知されていること

（４）苦情処理 当該プログラムの利用者からの苦情処理を行う体制が完備さ

れていること

苦情処理体制が利用者に明確に告知されていること

３ 技術的基準細則

本基準に関して必要があるときは、委員会の審議を経て細部の基準を別に定めることができ

る。

附則

制定：平成１９年８月１０日 住木技１９第２５７号
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